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令和元年９月橋本市議会定例会会議録（第２号）その７ 

令和元年９月９日（月） 

                                           

（午後３時５分 再開） 

○議長（土井裕美子君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番６、13番 田中さん。 

〔13番（田中博晃君）登壇〕 

○13番（田中博晃君）皆さん、こんにちは。少

しばかりおつき合いのほどお願いいたします。 

 先日、実は第５回目の紀の国いっとこよいや

なデバ祭というイベントのほうをさせていた

だきました。市長、教育長には審査員までして

いただきまして、ほんまにありがとうございま

した。 

 また、今年はシティセールス推進課やＤＭＯ

のほうも絡んでいただいて、高野口町内、約

2,000人ぐらい、踊り子と観客あわせて来たん

ですけれども、その踊り子の800人ぐらいが高

野口町内を歩いていってくれたことで、予想以

上に反響があったということになっておりま

す。 

 ただ、やっていきかた等については、これか

らまだまだ考えていかなければならないんで

すけれども、総予算も40万円ぐらいで、ほとん

どボランティア、市の職員の方もボランティア

で来ていただいておる中で、やはり地域と市と

いろんなところが協働して、こんなんが市民協

働なのかなというような気もしています。 

 また来年度もやる予定ですので、議場出席者

の皆さんもぜひ見に来ていただきたいなとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、通告に従い一般質問を行います。

今回は二項目です。 

 一つ目、これからの消防団について。 

 2018年度から改正道路交通法で準中型免許

が新設された。一般社団法人日本自動車会議所

の調べによると、全国の消防団が所有するポン

プ車やはしご車の３割強の車両が普通免許で

は乗れなくなるとのことである。消防団員の深

刻ななり手不足の中、一部自治体では自費で免

許追加取得させるのは難しいと判断し、助成す

る制度を設けています。 

 本市においても、消防団員のなり手不足、世

代交代、オートマ限定免許取得者等に対し、さ

まざまな助成制度を考えるべき時期に来てい

る。よって、下記について本市の見解を問う。 

 一つ目、消防団員年齢分布について。 

 二つ目、今後、普通免許で乗れなくなるポン

プ車等の台数について。 

 三つ目、本市独自の助成制度について。 

 二項目めです。障がい者入所施設の設置要望

について。 

 和歌山県内をはじめ近隣府県の障がい者の

入所施設は満床で、入所待ち人数が非常に多く、

重度障がいをお持ちの方やそのご家族は、いく

つかの施設でのショートステイ等のサービス

をかけ持ちしていると聞いている。 

 また、ご家族の皆さんからは、施設そのもの

が足りない、親の年齢と子どもの将来を考える

と何とか施設入所させたい、家族の体力、気力

の心配がある等、切実な話も聞いています。 

 国は地域でと言っているが、現実問題として、

重度障がい、特に強度の行動障がいをお持ちの

方やそのご家族は、地域では受け入れが困難で

あるため、施設に頼らざるを得ない。 

 そこで、今後の対応について、以下の質問を

行います。 

 一つ目、本市が把握する範囲で、入所を希望

しながら入所できていない人数は。 

 二つ目、１の方々は日々どのような方法で施
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設利用をされているのか。 

 三つ目、障がい者施設の現状に鑑み、県等に

対し入所施設の新設や増床の要望を積極的に

行うべきと考えるが、本市の見解は。 

 以上、明確な答弁をお願いいたします。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さんの質問

項目１、これからの消防団に対する答弁を求め

ます。 

 消防長。 

〔消防長（木次則雄君）登壇〕 

○消防長（木次則雄君）これからの消防団につ

いてお答えします。 

 一点目の消防団年代分布についてですが、本

市の消防団員数は現在、585人で、実員が577人

となっています。年代別では20代が10人、30台

が86人、40代が212人、50代が161人、60代が105

人、70代が３人となっています。 

 次に、二点目の、今後、普通免許で乗れなく

なるポンプ車等の台数についてお答えします。 

 道路交通法の改正に伴い、平成29年３月12日

から、普通自動車、中型自動車、大型自動車に

加えて、車両総重量3.5ｔ以上7.5ｔ未満の自動

車が新たに準中型自動車として指定され、これ

に対応する免許として準中型免許が新設され

ました。 

 本市の消防団車両は全部で50台ありますが、

そのうち普通免許では運転できない準中型免

許を要するポンプ車等は12台あります。 

 次に、三点目の、本市独自の助成制度につい

てお答えします。 

 全国的に消防団員数はなり手不足で、少子高

齢化等による人口減少により消防団員の確保

が課題となっており、和歌山県においても昨年

１年間で137名減少しています。 

 本市においては、現時点で大幅な減少はない

ものの、年々減少傾向にあり、将来的に消防団

員の確保や準中型自動車等を運転する者の確

保が難しくなることが予想されます。 

 今後、消防団の円滑な活動を維持するために

は消防団員数の確保が大変重要であり、特に若

い世代の団員確保が必要となります。 

 一方、このような状況は全国的な課題となっ

ており、平成31年３月に消防庁より、消防団員

の準中型免許取得費用に対する地方公共団体

の公費助成制度の創設を促すための通知があ

り、また、この中で、地方公共団体が助成を行

った場合の助成額について地方財政措置を講

じることとしていることもあわせて説明され

ています。 

 議員おただしの、免許取得費用に対する公費

助成制度については、若い世代の消防団員を確

保する上でも必要であると考えますので、今後

この制度の創設については前向きに進めてま

いります。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、再質

問ありますか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）答弁ありがとうございま

す。 

 少し画像をお願いします。 

 これちょっと見にくくて済みません。もとも

と、恐らくここで議場でおる方々の免許やった

ら、そこそこ大きい車まで乗れます。それが平

成29年３月で普通免許、これ18歳以上と一番上

に書いているんですけれども、3.5ｔ未満、車

両の総重量が。最大積載量が２ｔ未満というこ

とで、変更されております。 

 先ほど答弁もいただいておったんですけれ

ども、今年の３月、総務省の消防庁のほうから

そういった通知もあったということなんです

けれども、この費用を特別交付税で返ってくる

というふうに、額、数字まではわからないんで

すけれども、なっておったかと思います。 

 そのあたり、財政課としてはもう知っていた

というか、そのあたりについてはいかがでしょ

うか。 
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○議長（土井裕美子君）財政課長。 

○財政課長（井上稔章君）ただ今おただしいた

だきました件についてでございますが、昨年12

月に特別交付税に関する省令が改正されてお

ります。その中では、必要な金額、恐らくこれ

は市が助成した金額のことだと思うんですが、

それの0.5を特別交付税で措置するというよう

な内容の改正となってございます。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）お金なので、名前書いて

ないから、実際、特別交付税で入ってきても、

これがどの分というのは正直わかりにくいと

ころはあるんですけれども、橋本市だけちゃい

ますわね。どうしても年齢が上がっていく。特

に消防団、今回も条例で年齢改正のほうが上が

ってきておりますけれども、やはりもう今は世

代交代をこれからどんどんなっていくのかな

と思っております。 

 また、実際、和歌山県内でも二つぐらいはも

う既に町でこの助成金については考えておら

れる自治体もありますし、全国を見ていきます

と、もう相当数の自治体が助成金制度を設けて

いる。その金額であったり内容についてはさま

ざまですけれども、各自治体、いろんなことを

考えていってくれているのが現状であります。 

 そこで、質問したいんですけれども、現時点

で、準中型のポンプ車の運転のできない消防団

員、先ほど20代が10名というふうに答弁いただ

いたんですけれども、その方々は前の免許なの

か新しい免許なのか、乗れるのか乗れないのか

についてお伺いいたします。 

○議長（土井裕美子君）消防長。 

○消防長（木次則雄君）お答えいたします。 

 現時点では、準中型の運転できない消防団員

はいないと聞いております。また、20代の若手

団員が10人いますが、それも道路交通法の改正

前である者で、準中型の運転資格があります。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ありがとうございます。 

 特に免許を、実際、うちのほうの消防団なん

かでも世代交代が始まってくる中で、どうして

も若い人が入ってきてほしい。ただ、若い人が

来たら乗れないと。現状では乗れなくなってい

るし、ただ、もし何か起こった場合、基本的に

は運転する方って決まっておりますけれども、

どうしても誰もいてないとかになった場合に、

団員は集まっているのに、俺、乗られへんねん

とかと言って、そのまま置いておくわけにはい

きませんので、これからこのあたり、お金のか

かることですけれども、方向性も含めて考えて

いかなならんのかなというふうに考えており

ます。 

 また、地域によってはオートマ限定免許の、

恐らく橋本市もいらっしゃったと思うんです

けれども、そういう団員もいらっしゃいます。

いろんな自治体を見ていってみますと、オート

マから、まずマニュアルに変えるのにも助成金

を出している自治体もありました。ですから、

この辺もやはり並行して考えていっていただ

きたいなというふうに思います。 

 ここでもう１個質問させていただきますけ

れども、先ほど、50台中12台が準中型を要する

ポンプ車等という、ポンプ車等が12台あるとい

うふうなことやったんですけれども、恐らく今

後、車両の更新等も行っていくかと思います。

その中で、もしかしたら、もう小型でいくよと

いう地域も出てくるかもしれません。 

 そのあたりで、ここから先の、次の更新で、

ポンプ車等、先ほど12台とお伺いしたんですけ

れども、その12台がさらに変更されていくのか

どうか。12台は12台で残るのか、小型ポンプに

変えるところももしかしたらあるかもしれへ

んへのやけども、そのあたりについて答弁願い

ます。 
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○議長（土井裕美子君）消防長。 

○消防長（木次則雄君）お答えいたします。 

 現在、消防団車両の適正化を図るために、平

成22年度において消防団車両更新計画を策定

しておりました。そして、この計画に基づいて

車両の配備・更新をしていますので、今のとこ

ろ、準中型を必要とするポンプ車が増えること

はありません。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ということは、12台は12

台のまま、もうこの数字を維持していくという

ことで間違いないか、確認だけなんですけれど

も、お願いします。 

○議長（土井裕美子君）消防長。 

○消防長（木次則雄君）間違いありません。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）これは答弁も良い答弁を

もらっているので、あんまり、逆に余計なこと

を言わんほうがええんかなというような気も

していますけれども、やはり公費助成になって

きた場合、さまざまな条件をつけていかなけれ

ばならないと思います。 

 私もこの質問をするにあたって、いろんな自

治体の要綱等を調べさせていただきました。そ

うしたら、中にはすごく何か条件が厳しいとこ

ろ、条件が厳しいじゃない、書類の手続きが非

常に多いところもありました。これ多分、消防

長もご存じだと思うんですけれども。 

 今回、この内容については前向きに進めてい

ってくれるということやったんですけれども、

まず一つ目が、早い時期につくっていけるかと

いうこと。どの程度のタイミングを見ているか

ということについて、急に、年内につくってや

るわとか言えないと思うんですけれども、どれ

ぐらいのタイミングをめざしているのかとい

うのがあれば、お答えいただけますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）消防長。 

○消防長（木次則雄君）お答えさせていただき

ます。 

 今後、準中型の免許を取得していない団員が

増えることが予想されますので、既にこの助成

制度を実施している市町村の先行事例等を参

考にしながら、できるだけ早期に創設したいと

思っております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ありがとうございます。

よろしくお願いします。 

 何でこれ早うしたいかと言うたら、世代交代

もあるんですけれども、どうしても要綱等がで

きた段階で、恐らく国のチェック等も受けてい

かなあかんのかなと、交付税算入があるという

ことで。そうなった場合に、これからいろんな

自治体がどんどん出てくるので、後回し、後回

しになっていく可能性もある。 

 だから、ちょっと遅れたらすごく遅れてしま

う。恐らくよその自治体なんかのやつを見てい

たら、団員になって３年以上たった人から順番

に助成していくとかとなっているんですけれ

ども、今回、議案審議で条例改正でも上がって

いるとおり、消防団の定年の年齢を変える議案

も上がっておりますけれども、実際、そうして

いかないと回っていかないという現実が恐ら

くあるであろうと。 

 これは橋本市だけではなくて、いろんな自治

体がそうやと思うんですけれども、それでも、

その中に先駆けて、橋本市も早う手を打ってい

かんと、後手後手に回ったら、せっかく要綱等

ができたとしても、チェックを受けるだけで１

年後、極端な言い方ですけれども、今年度中に

つくったとしても、チェックを受ける段階で１

年先になってしまう可能性もあるというのが

考えられるので、できるだけ急いでほしいとい

うふうなお願いをしております。 

 この質問についてはもう良い答えをもらっ

ていますので、ぜひ進めていってほしいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 
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 １問目を終わります。 

○議長（土井裕美子君）次に、質問項目２、障

がい者入所施設の設置要望に対する答弁を求

めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（吉田健司君）登壇〕 

○健康福祉部長（吉田健司君）障がい者入所施

設の設置要望についてお答えします。 

 まず、一点目の、施設入所を希望しながら入

所できていない障がい者の人数についてのご

質問ですが、以前は和歌山県の主導で県下の入

所調整会議を行っており、入所希望者を把握で

きていましたが、現在は障がいをお持ちの方ま

たはその家族が、直接、施設に対し入所のエン

トリーをしているため、把握できていないのが

現状です。 

 今は在宅で家族で頑張っているが、今後、親

が年をとり、残された障がいのある子どもを、

その子どもの兄弟に任せることに悩む方も多

く、潜在的に入所を希望されている方を含める

と、かなりの人数がいることが予想されます。 

 近年、障がい者の地域移行が推し進められて

おり、実際、施設への入所ではなくグループホ

ームを利用する方も増え、昨年度の利用実績は、

施設入所者64名、グループホーム48名となって

います。 

 このグループホームは、新設の建物もありま

すが、既存の賃貸のアパートを利用したものも

あり、本年も市内に１箇所開設されています。 

 議員おただしの、強度の行動障がいをお持ち

の方の中には、光や音等の環境、他人の立ち居

振る舞いに過剰に反応し、中にはテレビに映っ

た人、ものに対しても反応する方もおられます。 

 自傷行為や、場合によっては、意図せず他者

に頭突き、体当たり、かみつき等の他傷行為を

してしまうことがあり、50人いれば50通りの対

応が必要となってきます。 

 他の入居者との兼ね合いや職員の配置基準

により、入所施設に比べ職員が手薄となりがち

なグループホームでは、他の入居者より手がか

かってしまうことから、対応困難としてなかな

か利用に結びつかない現状があります。 

 また、和歌山県内をはじめ、近隣府県の障が

い者の入所施設は満床で、入所待ち人数が非常

に多くなっています。強度の行動障がいに特化

した大阪府の施設では待機者が120人以上と大

変需要が高く、府外からの入所は原則受け付け

ないと聞いています。 

 次に、二点目の、入所を希望しながら入所で

きていない方々の施設利用についてのご質問

ですが、議員ご指摘のように、いくつかの施設

でのショートステイ等のサービスをかけ持ち

している方もいますが、施設入所待ちの方が多

く、ショートステイの利用についても難しい方

もいます。 

 本市では昨年度、233件のショートステイの

利用実績があり、入所に向けて計画的に利用さ

れている方もいます。 

 重度の障がい、特に強度の行動障がいのある

方が持っている固有の障がいの特性を理解す

るためには、数カ月、数年単位の粘り強さが必

要です。そうすることで、当人が施設を安定し

た居場所として理解してもらうことにつなが

ります。最初は１泊２日のショートステイから

始まり、だんだんと期間を延ばし、徐々に施設

に慣れていっていただくことが必要と考えま

す。 

 次に、三点目の、県等に対し入所施設の新設

や増床の要望についてのご質問ですが、県庁障

害福祉課に対し、本市における施設入所を希望

する待機者の現状について報告を行うととも

に、入所施設の新設や増床の要望を行っていま

す。 

 今後も地域の実情に鑑み、施設入所を希望す

る待機者やその支援機関等と情報共有や連携

をしながら、県や近畿ブロック都市福祉事務所
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長連絡協議会や市長会等を通じ、施設の拡充に

ついて、国へ要望していきます。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん、再質

問ありますか。 

 13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）答弁ありがとうございま

す。 

 答弁にもあったんですけれども、現実的に考

えて、国は地域で見るように等々のを出してい

ますし、これ以上、各都道府県にあるベッド数

を増やすなというか、そういうふうなことも言

われていますけれども、現実問題として、ほん

なんってできるわけないんですよね。どうして

も、障がいの度合いにもよります。そやけども、

やはり家族の方からしたら、先ほど５番議員も

福祉の避難所のことで言うてくれていました

けれども、ほんまに切羽詰まっているというの

が現状です。 

 答弁でもいただいた中で、ショートステイで

つないでいっているところもあるんですけれ

ども、例えば冠婚葬祭事、特に葬祭事というの

か、近所でこういうことがあったよというたと

きに、急に自分のこどもを預かってほしいとい

うても、近隣でほとんどない。これはもう現実

です。私もさまざまな方にそういう話を伺いま

す。 

 また、それと並行して言われるのが、どうし

ても親のほうが先に死んでしまうんよと。残っ

た子ども、この子を、答弁の中でもちらっと触

れてくれていましたけれども、兄弟、親族に任

すのか、でも、その方々にも生活がある。 

 やはり、それらを考えていった場合に、これ

からの、これは市単独でできることではないと

思います。国も県も協力して、近隣の市町村も

全て協力して、その中でつくっていくべき問題

だというふうには考えております。 

 また、保護者の中には積極的に施設を探しに

行くという保護者もいてますけれども、反面、

どこに聞いてええんやろか、どないしたらええ

んやろうという、大変しんどい思いをされてい

る保護者も圧倒的に多いと私は考えておりま

す。 

 恐らく、その方々が頼るところというのは、

どうしても福祉課しかないのかな。もしくは事

業団であったり、県はちょっと違うかもしれな

いんですけれども、市に頼っていかざるを得ん。

市も全ての情報を持っているわけではないし、

一番最初の答弁でいただいたとおり、昔に比べ

て、直接、家族が施設と交渉するとなっている

ので、実際の人数は全て把握できていない。 

 これはルールが変わったから致し方ないん

ですけれども、そこで一つ、まずお伺いしたい

のが、県・国に要望を出していってくださって

いるというふうに先ほど答弁をいただきまし

たけれども、具体的なところで教えていただけ

る内容があれば、答弁いただけますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほど答弁でも

させていただいたように、近畿市長会及び福祉

事務所長会のほうで具体的な要望をさせてい

ただいてあります。 

 まず、一点目は、財政的な要望が非常に多い

んですけども、国としては障がい者施設につい

ては、地域が支え合いということで、増床をな

かなか考えていないというのが、今、現実にあ

ります。その中でできるだけ、増床は無理、そ

れから、新しい施設を建てるのは無理というこ

とでも、今の現状をしっかり維持してほしいと

いうことで、まず一点目は要望を出しておりま

す。 

 二点目に、もう少し発展した形で、障がい者

施設、今、非常に老朽化しています。そういう

施設の改修費についても、原則的にはつかない

形にはなっていますけども、それについて財政

的な援助をお願いしたいということで、二点目

の要望として、いろいろな市から要望が出てお
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ります。 

 それと、同じような形になりますけども、今

のベッド数というのか、今の入所者数の現状を

維持していただきたいということで要望書を

出しております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）そうですね。やっぱり、

それしかないんですよね。 

 実は、和歌山県のある民間施設なんですけれ

ども、先日来、ベッド数を減らすという話が出

ています。そのあたりについては、健康福祉部

としては現状を押さえられておりますでしょ

うか。もし押さえとったら、答弁いただければ

ありがたいです。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）今回、こういう

形の質問をしていただいたということで、福祉

課の担当のほうで９月４日に県のほうに直接

行かさせていただいて、現状を聞きに行ってき

ました。そのときにはベッド数の減床というか、

については一切話がなかったと聞いておりま

す。 

 ただ、最近になってもう一度確認したところ、

これも議員もよくご存じかと思いますけども、

実際に、ある施設で改修のためにベッド数が減

るということで、これまだ未確認で、公表はで

きないということですけども、電話等での確認

はしております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）私もその話は聞いていま

す。実際、ただ、利用者の皆さんにもまだお伝

えしていないみたいなんですけれども、実は今

年の３月末で減らすねんという話を、これは利

用者の方から聞いたんですけれども、そういう

話があったというふうに聞いております。 

 先ほど部長か答弁いただいた中で、例えば、

特に強度の行動障がい者については、大阪のほ

うの施設ではもう100人を超える待ちになって

いる現状。もちろん、和歌山県内でも何十人も、

入所しようと思えば待っているというのが現

実ですし、早くエントリーしたからといって、

その順番に入れるわけではなくて、もちろん、

障がいの状態によっては、ずっと待ったまま、

その方が先に入所するということもあるとい

うふうに聞いております。ですから、そういっ

た障がいをお持ちの方のご家族はかなり切羽

詰まっているというのが現実です。 

 たしか和歌山県としてはベッド数は減床し

ないというのか、そういう計画が出ておったと

思うんですけれども、現在、先ほど部長の答弁、

私も知っておりますけれども、10床減になると

いうのが出てきている中で、そこは県の出して

いる計画と整合性がとれないんちゃうんかな

と思いますけれども、そのような計画が間違い

なくありましたよね。部長、いかがですか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）紀の国障害者プ

ラン2018というのがあるんですけども、その中

でベッド数については、定員数というんですか、

1,253というのが定められております。県とし

てはこの1,253をこの計画の間は維持していく

というふうな計画になっております。 

 以上です。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）今回、減る計画がある。

まだちゃんと利用者にも伝わっていない。 

 ただ、これってそこで入所、たしかそこはも

う橋本市の方も入所されている人もいてたと

思いますし、また、ショートやデイで通ってお

られる方もいらっしゃるんですけれども、そこ

は民間なので、この議会でどうこう言えないん

ですけれども、やはりそういったことになって

きたら、ほかの施設にもそういったしわ寄せが

行って、結局、今、利用されている、ほかの施
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設も利用されている皆さん、これは橋本市の方

もそうですし、市以外の方もそうですし、どん

どんしわ寄せが行ってしまうのが現実です。 

 例えば、県の事業団、もともと県が持ってい

て、それが今、事業団というところに移してい

るんですけれども、そこの入所施設というのか、

ベッドがあってという施設は、紀中から紀南に

集中していて、実は紀の川筋には一つもなかっ

たかというふうに思います。 

 そやから、今回、10減るということについて

は、市としても県に強く訴えていっていただき

たいし、これはもちろん私たち議会もそうやと

思うんです。必ず、その10減ることによって、

皆さんも相談を受けることがあると思います。

もしかしたら、もう既に相談を受けておられる

方もいらっしゃるかと思う。 

 だから、議会としても、県に対しても10個減

らさんといて、減るんやったら減るで、どこか

で増床させる方法はないのかとかいうのも言

うていかなあかんし、先ほど答弁いただいた中

で、補助金が少ない、もう新設は絶対、補助金

が、国の補助金も出ないというふうに言われて

います。改築は一部出るというふうにお伺いし

たんですけれども、部長も増床については出る

か出れへんかわかれへんみたいに先ほど言わ

れていました。 

 ですから、議会として、市として、国に対し

ても補助金メニューの拡充をお願いしていか

んと、これはほんまに切羽詰まっている方がた

くさんいてる、そして、目に見えないところで

しんどい目をしている方々がたくさんおると

いうことを、きょうはこの議会を通じてわかっ

ていただきたいというふうに思って、この質問

をしております。 

 偶然にも、奈良県で施設が増えたんです。こ

れは補助金とかもなかったようなんですけれ

ども、増えているという事実もあります。 

 そこで、部長、もう１個、今後、議会は議会

でやっていかなあかん。議員も皆さんにもまた

応援をいただかなあかん、みんなで頑張ってい

こうやと言うていくことが必要なんですけれ

ども、市単独もしくは、もちろん、地域も全部

あわせて、場合によっては公費でとなってきま

すけれども、県や国に対して、まず県には、10

個減ってるやんかということで、そのあたり、

増床をやっていただきたいという要望を要望

書という形で出していっていただきたいんで

すけれども、そのあたりはいかがでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほども言いま

したように、県のほうの10床減るというのは来

年３月末ではっきり確定するみたいなので、こ

れについては今年度中に要望を出すというの

はなかなか難しいかなとは思っております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）そうです、そのとおりで

すね。 

 ただ、ほんまに、そのとき急になって、次な

いねんというのが絶対出てくると思います。現

状でもいっぱいいっぱい、すごい、みんな利用

者さんは待って、いろんな地域、きょうは和歌

山市内とか由良のほうへ行ったりとか、次は奈

良の橿原へ行ったり大阪へ行ったりというて、

転々とされているご家族の方が多い。ご家族の

方はほんまに切羽詰まっている。 

 今回、あくまで、今、部長おっしゃられて、

まだ決定はしていないけれどもということや

ったんですけれども、もしこれが10床減るとな

ったら、和歌山県全体の福祉行政の後退につな

がってしまう。県の方向性と一致しないんです

よね。民間施設やから、それは耐震等の問題が

あって減らすというのは致し方ない部分はあ

るかもしれないんですけれども、その結果によ

って、和歌山県内の障がいをお持ちの皆さんに

しわ寄せが行ってしまうという現状がありま

す。 
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 だから、施設の減床についてはまだ決定して

いないから難しいということやったんですけ

れども、議会もせなあかんけども、国にもやは

りさまざまな、先ほども答弁で今までもやって

きたよということをおっしゃっていましたけ

れども、橋本市としてさまざまなメニュー、高

齢者政策に比べて障がい者の補助金等のメニ

ューが圧倒的に少ないんですけれども、そのあ

たり、あらためて要望とかというのはやってい

っていただけますでしょうか。 

○議長（土井裕美子君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（吉田健司君）先ほども言いま

したように、障がい者支援についての要望とい

うのは、各市からも出ていますし、橋本市から

も毎年１項目ないし２項目で上げています。 

 全部を国のほうに持っていくというのもな

かなか難しいので、そこから選別して持ってい

くということで、乗ってこない場合もあるんで

すけども、橋本市の場合は毎年この障がい者支

援については要望を出しておりますので、今年

度についても福祉のほうから要望は出してい

きたいと考えております。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さん。 

○13番（田中博晃君）ぜひよろしくお願いいた

します。 

 これはもうほんま、私たち議会、議員も絶対

やっていかなあかんことやと思ってますので、

またもしかしたら皆さんにもお願いするかも

しれませんし、文教厚生委員会のほうで、済ま

んけど要望書を出してよというお願いもする

かもしれないんですけれども、それだけ現実的

には切羽詰まっているものである。もう見えな

いところでも困っている家族がたくさんおる。

頼っていけるのは市だけやというのが、もうど

うしてもこれが現実なんです。 

 ほんま職員の皆さんは一生懸命やってくだ

さっていると思います。でも、答弁の中でもあ

った、50人おったら50通りのことがある。これ

が現実なので、もしかしたらスタッフ、これは

人事のことなんですけれども、そこのスタッフ

って増やさんなんかもしれへんのかなという

のも、今後出てくるかもしれない。 

 これはもうお願いです。要望しかできません

けれども、そういったところも含めて、私たち

議会、そして、橋本市が一緒になって県や国に

積極的な要望を出していって、何とか１歩目、

もう半歩かもしれへんけども進めていかんと、

取り返しのつかないことになってしまうのか

なというふうに感じておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（土井裕美子君）13番 田中さんの一般

質問は終わりました。 

     

                                           


